






































































































































































































































































報告事項 

 

５圏域別「医療及び介護の体制整備に係る協議の場」の開催について 

（介護保険事業（支援）計画と保健医療計画の整合を図る協議の場） 

 

１ 趣旨 

   市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画及び医療計画を一体的に作

成し、これらの計画の整合性が確保するための都道府県や市町村の医療・介護担当者等

の関係者による協議の場 

 

２ 協議の場の位置付け 

   医療審議会や介護保険事業計画作成委員会等で議論する前段階として、自治体が地域

医師会等の有識者を交えて、計画を策定する上で必要な整合性に関する協議を行う場。 

   それぞれの計画の最終的な議論は、医療審議会や作業部会、介護保険事業（支援）計

画作成委員会等において、それぞれ行う。 

 

３ 設置する区域の単位 

   調整を行う区域は、二次医療圏単位（老人福祉圏域単位）で５圏域 

 

４ 構成員 

   都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者 

   圏域毎に既存の保健医療対策協議会（又は地域医療構想調整会議）を活用した。 

 

５ 開催状況 

   県南東部圏域       平成２９年１０月１１日 

   県南西部圏域       平成２９年１０月２６日 

   高梁・新見圏域      平成２９年１０月３１日 

   真庭圏域         平成２９年１０月２６日 

   津山・英田（勝英）圏域  平成２９年１０月２４日 

 

６ 協議事項 

   医療計画に掲げる在宅医療の整備目標と、介護保険事業（支援）計画に掲げる介護の

見込量の整合 



介護施設・在宅医療等の追加的需要への対応について

（第８次岡山県保健医療計画及び第７期介護保険事業（支援）計画

における整備目標及びサービスの見込み量に係る整合性の確保）

岡山県保健福祉部 医療推進課・長寿社会課



����

� ���	
���������������������������� ��!"�#$%&���'�()�*����+$%,-&.�� ��!"�/�01��234+5$%�67&� �� ��!"�/��8�9��:;�<=5>?@ABCD#�EFGE����>?HI��8�9�5��JKI<=5LKM#�NO�%EFP5&� ������� ��!"�5$%#QRSF�TG��UVWXY+�NZ�#[\�]^_`^a�#b�&�����c��de&
��>?5fgh#ijO��klmnop�#$%O�qrF>?@A#��

�� ��!"�5stuvwxwyz{mn|}~��{�}�B�(���B���B���B���5�>?HI���JKI<=5LKM#�NB����h5��JK#�NB����s5!"� �01��2����34+�Nwv�����mn�����������{ ¡¢���>?5@ABCD#�EFGE5£¤¤¥�����h5¦§���¨©ª5�B«�h��>¬ �>?�®�¯°� ��>?#±²³�´µ �¶<·����>?� <̧·����>?�¹<·����>?�º<·��(���>?
� >?@ABCD�»°¼/��� ��!"½¾¿À�+ÀÁB½¾&��>?5ÂÃIÄÅ5Z:#fg�Æ�Ç8����ÈÉÊË

klmnopÌÍÎÏ

��������	
������������� �������� !���"
#�$%& '()*���+,�-./�01/	�23 45/�678�9:�;<=>�?/� @AB<CDEFAB<G�HI�JKL�M��&NOPCDM��QRS�TUPG& '()*�VI�B<+,G�W/XYZRS[�\]�^/	�2
�'(B<9_�`%�a '(�45/"�$b�2cdZ���+,W/�\]Xefgh*�ijZ-.%�B<klmnX9opg

1



地域医療構想における将来の医療需要の推計方法

平成25年度の人口構成における入院患者の受療傾向を
平成37年度の推計人口に当てはめて推計する

（１）推計手順※１
Ⅰ 性・年齢階級別の平成25(2013)年度の入院患者数※２を365で割り、１日当たり入院患者数を算出

↓
Ⅱ Ⅰを平成25(2013)年の性・年齢階級別の人口で割り、入院受療率を算出（４医療機能ごと）

↓
Ⅲ Ⅱに平成37(2025)年の性・年齢階級別の人口※３を掛け、平成37(2025)年度の医療需要(人／日)を推計※４

※１：在宅医療等の医療需要は上記手順とは別に、在宅患者訪問診療料を算定している患者数と介護老人保健施設

の施設サービス受給者数も用いて推計する。

※２：平成25(2013)年度の入院患者数等のデータは国が提供。

※３：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(2013年3月出生中位推計)」による。

※４：推計には、現行の医療機関所在地へ患者流出入が続いたまま将来に移行すると仮定した「医療機関所在地ベ

ース」と、将来、患者住所地の医療圏ですべての医療需要をまかなうと仮定した「患者住所地ベース」の２種

類がある。

一般病床は医療資源投入量で高度急性期・急性期・回復期・｢慢性期及び在宅医療等｣に区分
例外：障害者施設・特殊疾患病棟→慢性期、回復期リハ病棟→回復期

療養病床は「慢性期及び在宅医療等」として一体的に推計
例外：回復期リハ病棟→回復期、医療区分１の70％→在宅医療等

（２）病床の機能区分
医療需要の推計に当たり、４つの医療機能（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）のうち、高度

急性期・急性期・回復期は主に医療資源投入量によって区分する。
医療資源投入量とは、患者に対して行われた診療行為を診療報酬の出来高点数で換算した値であり、

１点10円として金額に換算されるので、例えば3,000点以上に区分される高度急性期は１日３万円以
上の医療をする水準と解釈することができる。

地域医療構想における病床機能区分

高度急性期 ・医療資源投入量※が3,000点以上

急 性 期 ・医療資源投入量※が600～3,000点
・医療資源投入量※が175点～600点だが、早期リハビリテーション加算を算定し、
かつリハビリ分の点数を加えた医療資源投入量が600点以上

回 復 期 ・医療資源投入量※が175～600点
・医療資源投入量※が175点未満だが、リハビリ分の点数を加えると175点以上
・回復期リハビリテーション病棟

慢性期及び ・リハビリ分の点数を加えた医療資源投入量※が175点未満
在 宅 医 療 ・療養病床（回復期リハビリテーション病棟を除く）
一体的推計 ・介護老人保健施設

・訪問診療
・障害者施設・特殊疾患病棟

※入院基本料相当分と一部のリハビリ分の点数を除いた診療報酬点数

下線の入院患者数は、医療資源投入量に関わらず、当該区分に含める。
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（３）慢性期の推計
① 慢性期の医療需要推計の考え方
主に慢性期機能を担っている療養病床は、診療報酬が包括算定されているため一般病床のように

医療資源投入量による機能区分が難しいことや、入院受療率が地域によって大きく異なる中でその
地域差の縮小を目指していく観点などから、慢性期の医療需要は介護施設等を含む在宅医療等※と
一体的に推計を行うこととされている。

※在宅医療等：地域医療構想における在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホ

ーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、

現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指しており、現在の療養病床以外でも対応可能な患者

の受け皿となることも想定している。

② 療養病床の入院受療率の設定
地域医療構想では、療養病床の入院受療率の地域差を一定程度縮小するという仮定のもとに慢性

期医療需要の推計を行う。岡山県では、推計に当たり、パターンＢ・Ｃ(特例)の範囲で推計方法を
設定している。

③ 慢性期の推計手順

１ ・一般病床のうち、障害者施設・特殊疾患病棟は慢性期に区分する。
・一般病床のうち、リハビリを含めた医療資源投入量が175点未満の場合在宅医療等に区分する。
・一般病床及び療養病床のうち、回復期リハビリテーション病棟は、回復期に区分する。
・残りの一般病床は医療資源投入量の点数で高度急性期、急性期、慢性期に振り分ける。

２ ・回復期リハビリテーション病棟を除く療養病床の入院患者は慢性期に区分するが、そのう
ち医療区分１※の患者の70％は比較的医療ニーズが低く、将来は病床以外の自宅や介護施
設等で対応可能と仮定し、在宅医療等に区分する。

３ ・２で慢性期に振り分けた療養病床の入院患者について、入院受療率が最低の県に一定割合
（全国最大値が全国中央値まで低下する割合）で近づくよう入院受療率を下げ（パターン
Ｂ・Ｃ）、低下させた入院受療率分を在宅医療等に区分する。

※医療区分１：療養病床のうち医療療養病床に入院する患者については、その患者への医療の必要度に応じて診療

報酬の入院基本料が医療区分１～３の３つに分けられており、医療の必要度の高い順に医療区分３、２、１と設

定されている。

［パターンＢ：県南東部、県南西部］
現在、療養病床の入院受療率に地域差
があることを踏まえ、この地域差を
一定の目標まで縮小させる。

療養病床の受け皿となる、介護施設や
高齢者住宅を含めた在宅医療等への
移行が着実に図られるよう、一定要件
に該当する地域について配慮する。

［パターンＣ：高梁・新見、真庭、津山・英田］
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病床の機能区分の振り分けイメージ
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2025年の介護施設・在宅医療等の追加的需要の機械的試算（患者住所地ベース）
イ（一般病床分） 市町村計 二次医療圏

医療区分１ 70％ 地域差解消 C3未満 ア＋イ 計
0～39歳 1.01 - 1.01 36.45

40～64歳 25.72 6.97 18.75 91.82

65～74歳 47.04 18.75 28.29 97.05

75歳以上 500.41 202.85 297.56 443.62

0～39歳 0.06 - 0.06 2.30

40～64歳 1.82 0.49 1.32 6.49

65～74歳 4.64 1.85 2.79 9.57

75歳以上 59.35 24.06 35.29 52.62

0～39歳 0.03 - 0.03 1.22

40～64歳 1.01 0.27 0.73 3.59

65～74歳 2.67 1.06 1.60 5.50

75歳以上 33.76 13.69 20.08 29.93

0～39歳 0.04 - 0.04 1.40

40～64歳 1.14 0.31 0.83 4.09

65～74歳 2.81 1.12 1.69 5.79

75歳以上 31.95 12.95 19.00 28.32

0～39歳 0.05 - 0.05 1.82

40～64歳 1.32 0.36 0.97 4.73

65～74歳 3.38 1.35 2.03 6.97

75歳以上 36.75 14.90 21.86 32.58

0～39歳 0.01 - 0.01 0.49

40～64歳 0.41 0.11 0.30 1.48

65～74歳 1.09 0.44 0.66 2.25

75歳以上 14.73 5.97 8.76 13.06

0～39歳 0.01 - 0.01 0.40

40～64歳 0.31 0.08 0.22 1.10

65～74歳 1.04 0.41 0.62 2.14

75歳以上 12.16 4.93 7.23 10.78

0～39歳 0.87 0.87 - 15.75

40～64歳 24.96 8.11 16.85 43.25

65～74歳 56.36 18.07 38.29 59.80

75歳以上 661.91 287.23 374.67 347.79

0～39歳 0.07 0.07 - 1.21

40～64歳 2.33 0.76 1.58 4.04

65～74歳 7.15 2.29 4.86 7.58

75歳以上 88.34 38.34 50.01 46.42

0～39歳 0.06 0.06 - 1.11

40～64歳 1.95 0.63 1.32 3.38

65～74歳 5.80 1.86 3.94 6.16

75歳以上 70.57 30.62 39.95 37.08

0～39歳 0.11 0.11 - 2.03

40～64歳 3.29 1.07 2.22 5.69

65～74歳 8.47 2.72 5.76 8.99

75歳以上 90.32 39.19 51.13 47.46

0～39歳 0.05 0.05 - 0.88

40～64歳 1.62 0.53 1.09 2.80

65～74歳 4.50 1.44 3.05 4.77

75歳以上 61.59 26.73 34.86 32.36

0～39歳 0.02 0.02 - 0.44

40～64歳 0.65 0.21 0.44 1.13

65～74歳 1.39 0.44 0.94 1.47

75歳以上 17.38 7.54 9.84 9.13

0～39歳 0.02 0.02 - 0.34

40～64歳 0.53 0.17 0.36 0.91

65～74歳 1.42 0.46 0.97 1.51

75歳以上 17.60 7.64 9.96 9.25

0～39歳 0.02 0.02 - 0.35

40～64歳 0.62 0.20 0.42 1.08

65～74歳 2.02 0.65 1.37 2.14

75歳以上 26.48 11.49 14.99 13.91

1,682.30

1,878.68

46.62

1,243.11

136.86

77.71

75.54

87.60

33.54

27.94

1,210.69

157.14

126.11

166.36

108.56

31.62

31.57

（療養病床分）小計
ア

岡山市

玉野市

備前市

瀬戸内市

赤磐市

和気町

吉備中央町

倉敷市

笠岡市

井原市

総社市

二　次
医療圏

市町村 年齢

県
南
東
部

県
南
西
部

浅口市

早島町

里庄町

矢掛町
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イ（一般病床分） 市町村計 二次医療圏
医療区分１ 70％ 地域差解消 C3未満 ア＋イ 計

（療養病床分）小計
ア

二　次
医療圏

市町村 年齢

0～39歳 - - - 0.59

40～64歳 2.28 1.48 0.80 2.75

65～74歳 4.73 1.97 2.75 7.00

75歳以上 78.65 42.67 35.98 42.36

0～39歳 - - - 0.63

40～64歳 2.30 1.50 0.80 2.78

65～74歳 4.70 1.96 2.74 6.95

75歳以上 77.11 41.83 35.28 41.52

0～39歳 - - - 1.23

40～64歳 1.19 - 1.19 5.55

65～74歳 11.98 6.03 5.95 9.65

75歳以上 81.17 43.46 37.71 54.01

0～39歳 - - - 0.02

40～64歳 0.02 - 0.02 0.10

65～74歳 0.23 0.12 0.12 0.19

75歳以上 1.78 0.95 0.83 1.18

0～39歳 - - - 4.47

40～64歳 6.00 1.97 4.03 15.83

65～74歳 22.31 9.29 13.02 19.74

75歳以上 151.58 67.91 83.68 75.98

0～39歳 - - - 0.95

40～64歳 1.44 0.47 0.97 3.80

65～74歳 6.92 2.88 4.04 6.13

75歳以上 51.56 23.10 28.46 25.84

0～39歳 - - - 0.49

40～64歳 0.65 0.21 0.43 1.71

65～74歳 3.29 1.37 1.92 2.91

75歳以上 22.64 10.14 12.50 11.35

0～39歳 - - - 0.49

40～64歳 0.65 0.21 0.44 1.71

65～74歳 2.56 1.06 1.49 2.26

75歳以上 16.43 7.36 9.07 8.24

0～39歳 - - - 0.22

40～64歳 0.28 0.09 0.19 0.75

65～74歳 1.36 0.56 0.79 1.20

75歳以上 9.37 4.20 5.17 4.70

0～39歳 - - - 0.05

40～64歳 0.08 0.03 0.05 0.20

65～74歳 0.40 0.17 0.23 0.36

75歳以上 2.31 1.03 1.27 1.16

0～39歳 - - - 0.15

40～64歳 0.22 0.07 0.15 0.59

65～74歳 1.25 0.52 0.73 1.11

75歳以上 9.86 4.42 5.44 4.94

0～39歳 - - - 0.49

40～64歳 0.76 0.25 0.51 2.00

65～74歳 3.56 1.48 2.08 3.15

75歳以上 26.03 11.66 14.37 13.05

2,550.83 1,094.98 1,455.86 2,010.31 4,561.14 4,561.14

49.04

274.35

168.30

557.51

295.91

96.65

43.03

32.34

17.87

138.35

136.00

久米南町

美咲町

4.55

18.13

美作市

鏡野町

勝央町

164.78

3.52

奈義町

西粟倉村

高梁市

新見市

真庭市

新庄村

津山市

高
梁
・
新
見

真
庭

津
山
・
英
田
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（単位：床）

H３２年度末 H３５年度末

医療療養 0 0
介護療養 0 107
小　　計 0 107
医療療養 48 48
介護療養 106 284
小　　計 154 332
医療療養 76 76
介護療養 6 38
小　　計 82 114
医療療養 0 0
介護療養 0 11
小　　計 0 11
医療療養 58 58
介護療養 38 64
小　　計 96 122
医療療養 182 182
介護療養 150 504
合計 332 686

［転換見込みの計上方法］
Ｈ３２年度末 Ｈ３５年度末

調査により把握した数 調査により把握した数
調査により把握した数 介護療養病床の全数

　

療養病床転換意向調査結果

療養病床の転換見込み

区分

津山・英田

県南東部

県南西部

県計

高梁・新見

真　　庭

医療療養病床から転換する量

介護療養病床から転換する量
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「療養病床から生じる新たなサービス必要量の受け皿」按分の考え方

（厚生労働省が提示した３種類の調査等の活用）

患 者 調 査 病床機能報告 国保データベース（ＫＤＢ）

比 率 在宅医療：介護施設＝１：３ 在宅医療：介護施設＝４：３ 不 明

難易度 ○＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜○＜＜＜＜＜＜＜＜＜････････＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜○

信頼度 ○＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜○＜＜＜＜＜＜＜＜＜････････＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜○

メ リ ッ ト ・公表済統計データであり ・報告データを集計するこ ・医療区分別に患者の退院

新たな負担なく利用でき とで岡山県の傾向を把握 先を把握することや、当

る。 することができる。 該患者の介護サービスの

利用量を把握することが

できる。

デメリット ・全国値であり岡山県の実 ・退院患者数報告が６月の ・現時点では技術的に困難

態にあてはまるかは不明 １か月分の状況に限ら ・市町村等へ相応の作業負

・精度について、医療区分 れ、平均在院日数が長く、 担が生じる。

といった患者の状態等に 退院患者数の少ない療養

ついては含まれていない 病床については、その検

・訪問診療を利用する患者 討に当たって、必ずしも

を検討するに当たっては 十分な量のデータとなっ

自宅で利用する場合に限 ていない可能性がある。

定され、有料老人ホーム ・医療機関所在地別データ

での訪問診療の状況を把 であるため、集計単位を

握できない。 小さくすると、他地域か

らの流入入院患者のデー

タも反映されてしまう。

○ 受け皿の整備目標の検討に資するデータについて、既存の調査や報告の結果は、一長一短。

→
病床機能報告について

・岡山県全体で集計することで、一定のデータ量が確保できる

・過去３年度分のデータを比較したところ、傾向のバラつきが小さい

→ 病床機能報告における岡山県全体の比率を用いることを提案するもの
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病床機能報告の活用

○ 病床機能報告においては、「入院前の場所、退院先の場所別の患者の状況」、「退院後
に在宅医療を必要とする患者の状況」について、病棟ごとに報告することとしている。

過去３年度の報告結果は次のとおり。
（人）

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

在宅医療 １４５ １９２ ２４０ 在宅医療：介護施設
＝ ４ ： ３

介護施設 １１８ １５２ １８３

うち老健 ８７ ８３ １１２ 老健 ： 特養
＝ ３ ： ２

特養 ３１ ６９ ７１

※病院における各年６月の１か月間の状況である。

（６０）介護老人保健施設に入所
を上表の介護施設へ計上

（６１）介護老人福祉施設に入所

（６７）＋（６８）－（６１） を上表の在宅医療へ計上

（６７）自院が在宅医療を提供する予定の患者

（６８）他施設が在宅医療を提供する予定の患者

（６１）介護老人福祉施設に入所→報告要領で「特別養護老人ホームの入居者」は「在宅医療の範囲

に含む」とされているため減じる必要があるもの

なお、「介護老人保健施設の入所者」は、同要領で「退棟時に、在宅医療の実施予定が把握

できている場合のみ、在宅医療の実施予定の状況別に計上」となっているが、その数が不明

のため考慮していない。
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第７期介護保険事業(支援計画)及び第８次岡山県保健医療計画の終了時点
並びに平成３７年度末における新たなサービス必要量の推計方法計算方法

１ 厚生労働省提供の「機械的試算データ(平成37(2025)年)」の「医療区分１の７０％」と「地域差

解消分」）の計を市町村ごとに集計 Ａ

２ 療養病床転換意向調査結果(転換見込療養病床数）を２次医療圏単位で集計（Ｈ32末・Ｈ35(37)末)

３ ２で集計した２次医療圏単位の転換見込療養病床数を、平成２７年国勢調査の６５歳以上人口の

比率（２次医療圏単位）により各市町村へ按分。 Ｈ３２末：Ｂ、Ｈ３５(３７)末：Ｃ

４ 次の計算式により推計

Ｈ３２末

○在宅医療： （Ａ×３／８－Ｂ）×４／７ （在宅医療：介護施設＝４：３）

○介護施設： （Ａ×３／８－Ｂ）×３／７ （在宅医療：介護施設＝４：３）

□特養： （Ａ×３／８－Ｂ）×３／７×２／５ （ 特養：老健 ＝２：３）

□老健： （Ａ×３／８－Ｂ）×３／７×３／５ （ 特養：老健 ＝２：３）

Ｈ３５末

○在宅医療： （Ａ×６／８－Ｃ）×４／７ （在宅医療：介護施設＝４：３）

○介護施設： （Ａ×６／８－Ｃ）×３／７ （在宅医療：介護施設＝４：３）

□特養： （Ａ×６／８－Ｃ）×３／７×２／５ （ 特養：老健 ＝２：３）

□老健： （Ａ×６／８－Ｃ）×３／７×３／５ （ 特養：老健 ＝２：３）

Ｈ３７末

○在宅医療： （Ａ－Ｃ）×４／７ （在宅医療：介護施設＝４：３）

○介護施設： （Ａ－Ｃ）×３／７ （在宅医療：介護施設＝４：３）

□特養： （Ａ－Ｃ）×３／７×２／５ （ 特養：老健 ＝２：３）

□老健： （Ａ－Ｃ）×３／７×３／５ （ 特養：老健 ＝２：３）
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①
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介
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／
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介
護
療
養
型
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又
は
療
養
病
床
か
ら
の
介
護
医
療
院
等
へ
の
転
換
分
を
除
き
、
現
在
は
療
養
病
床
で
入
院
し
て
い
る
状
態
の
患
者
数
の
う
ち
一
定
数
を
療
養
病
床
か
ら
介
護
施
設
等
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対
応
す
る
も
の
と
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し
た
こ
と
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よ
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る
新
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な
介
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量
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病
床
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護
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